野々市市商工会館施設使用規程

（趣旨）
第１条　この規程は、野々市市商工会（以下「本会」という）が管理運営している施設の使用及び貸出について必要な事項を定めるものとする。
　（目的）
第２条　当施設は、本会会員及び地域の商工業の振興に寄与する事業を行う者が使用することにより、ヒト・モノ・情報が交流し、地域産業活動の活性化を図ることを目的とする。
（使用時間、貸出の限定）
第３条　本会運営規約第49条で定めた貸出施設の使用時間は、次のとおりとする。
	
	階
	施設名
	定員
(人)
	広さ
(㎡)
	使用時間


	本館
	２
	会議室
	１８
	６８
	商工会営業日の９時から17時まで

	
	３
	研修室
	６４
	１０８
	

	
	３
	談話室
	５
	９
	

	
	附属
	車庫
	
	３８
	年末年始休業日を除く９時から21時まで

	別館
	１
	キッチンサロン
	１６
	３１
	

	
	２
	ミーティングルーム
	１９
	３１
	

	
	附属
	工房
	
	１８
	

	屋外
	正面
	駐車場
	
	８台
	

	
	北側
	駐車場
	
	３１台
	


[bookmark: _Hlk195713268]２　建物に付属する車庫、工房、屋外駐車場の貸出は、次のとおり限定する。
[bookmark: _Hlk195783415](１)建物に付属する車庫及び工房の貸出は、本会が主催・共催する事業と本会の会員が主催する事業の内、本会会長が特に認めた場合に限る。
(２)屋外駐車場の貸出は、本会関係団体と会員事業所の事業目的の使用に限る。
（使用の制限）
第４条　次の各号に該当する場合は当施設の使用を承認しない。
[bookmark: _Hlk195883843](１)使用の目的が第２条の目的に適合しないと認められる場合
(２)公の秩序を害し、又は善良な風俗を乱す恐れがあると認められる場合
(３)法外な価格での商品販売その他不当に高額な金銭を受け取る行為があると認められる場合
(４)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を乱す恐れがあると認められる場合
(５)他の施設利用者及び当施設の近隣住民に迷惑を及ぼす恐れがあると認められる場合
(６)当施設を損傷、滅失する恐れがあると認められる場合
(７)本会の業務及び事業、当施設の管理運営上支障があると認められる場合
(８)その他使用させることが適当でないと認められる場合
（使用の条件）
第５条　当施設で飲食物を不特定の来場者に販売・提供しようとする者は、生産物賠償責任保険に加入しなければならない。また、これ以外の販売品においても身体への影響が懸念される場合は、同保険に加入しなければならない。
（使用の申請）
第６条　当施設を使用しようとする者は、この規約を遵守することを承諾の上、別に定める使用許可申請書を使用日の6カ月前から７日前までの本会営業日に提出しなければならない。
２　次の各号の申請の場合は、次に掲げる書類の提出を求める場合がある。
(１)本会会員以外が申請する場合は、本人確認書類（運転免許証等の写し）
(２)イベント等を行う場合は、企画書、チラシ等
３　本会は、当施設の使用を許可したときは、使用許可書と使用料請求書を発行する。
（使用料の納付）
第７条　申請者は使用料を使用する日の前日までに、本会事務所に現金での納付または本会が指定する口座に振り込まなければならない。なお、振込手数料は申請者が負担することとする。
２　期日までに使用料が支払われない場合は、本会は使用許可を取り消すことができる。
　（使用料の返還）
[bookmark: _Hlk196128248]第８条　次に掲げる事由の場合は、本会は使用許可を取り消すことができ、支払われた使用料は返還する。この場合は、使用者に対して発生した損害に対し本会は一切の責を負わない。
[bookmark: _Hlk196126138](１)気象条件などにより自然災害が発生する恐れがあると本会が判断した場合
(２)本会会館の管理運営又は本会の業務遂行上、取り消しが必要となった場合
[bookmark: _Hlk196124575]　（使用料の減免）
第９条　申請者は本会が定める野々市市商工会館使用料減免基準に基づいて、使用料の全額また半額の免除を申請することができる。
　（使用責任者）
第10条　申請者は、当施設の使用に係る規律を保持するため、あらかじめ使用責任者を定め、使用許可申請書に明記しなければならない。
[bookmark: _Hlk196127042]（禁止事項）
第11条　使用者は、次の各号に定める行為をしてはならない。使用者は、以下のいずれかに該当する行為を行い、本会、他の使用者、その他第三者に損害を及ぼした場合、その損害の全額を賠償しなければならない。
[bookmark: _Hlk196128346](１)危険物、ペット、他人の迷惑となる物品を持ち込むこと
(２)法令又は公序良俗に反する行為をすること
(３)騒音、悪臭、指定場所以外での喫煙、その他当施設の秩序の維持・保全を害する行為
[bookmark: _Hlk196128433](４)その他本規約に反する一切の行為
(５)その他本会が合理的に判断して不当と判断する行為
[bookmark: _Hlk196128047]
（調査権）
第12条　本会は、使用者の利用状況について確認、調査できる権利を有し、必要がある場合はいつでも使用者の使用区画に立ち入ることができる。
[bookmark: _Hlk196128719]（使用許可の取り消し）
第13条　本会は、使用者が次の各号に該当する場合は、理由の如何に関わらず使用者による当施設の使用を中止し、又は使用許可を取り消すことができる。この場合は、使用者に対して発生した損害に対し本会は一切の責を負わない。
[bookmark: _Hlk196134687](１)第４条各号のいずれかに該当すると認められるに至った場合
(２)その他本規約に反する行為があった場合
(３)提出書類に虚偽があった場合
(４)使用許可で生じた施設の使用権を他の者に譲渡したと判断した場合
(５)本会や他の使用者、第三者に損害を与える恐れがあると判断した場合
[bookmark: _Hlk196134402]（現状回復）
第14条　使用者は、当施設の使用を終了したときは現状に回復して本会に引き渡すものとする。
２　本会は、当施設の使用終了後に残置された設備、動産その他の物件については、使用者がその所有権を放棄したものとみなし、処分することができる。この処分に要した費用は、使用者に請求するものとする。
[bookmark: _Hlk196134587]（使用報告書）
第15条　使用者は、当施設の使用を終了したときは、速やかに別に定める使用状況報告書を本会に掲出するものとする。
（免責事項）
第16条　本会は、次に掲げる内容については一切の責を負わない。
(１)使用者間、又は使用者と第三者との間で生じたトラブル
(２)当施設内での盗難・紛失
（その他）
第17条　本規約に定めのない事由が生じたときは、本会会長が決するものとする。
附　則　
　この規程は、令和7年５月22日から実施する。


